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ATMコーナーでの携帯電話使用の禁止について 
 

   
宮城第一信用金庫（理事長 矢野 弘文）は、現在全国的に問題となってい

る「振り込め詐欺」に対する被害防止策として、ATMコーナーでの携帯電話の
使用を禁止とさせていただきますので、お知らせいたします。 
 昨今、被害者の携帯電話にうその操作を指示して、ATMから振込みをさせて
現金を騙し取るといった還付金詐欺が多発しており、このような詐欺事件の被

害防止に努めることを目的に、下記の通り ATMコーナーでの対応を実施してま
いります。 
 これからもお客様が安心して当金庫をご利用していただけますよう、環境の

整備に努めてまいりますので、何卒、ご理解・ご協力の程よろしくお願い申し

上げます。 
 

記 
 
１．実施日 
  平成２０年７月１４日（月）より 
２．対 象 

当金庫における全 ATMコーナーを対象とします。 
３．対応内容 
（１）ATMコーナーでの携帯電話の使用を禁止させていただきます。 
（２）ATMコーナーまたは店内へポスターを掲示し、周知徹底してまいります。 
（３）ATMタッチパネル画面において注意文書を表示してまいります。 
（４）携帯電話をかけながら ATMを操作するお客様に対し、お声掛けを行って

まいります。 
以 上 



振り込め詐欺にご注意下さい! 
 

 
 
  

振振りり込込めめ詐詐欺欺
さ ぎ

防防止止ののたためめ

「「AATTMM ココーーナナーー」」ででのの  

携携帯帯電電話話ののごご使使用用はは  

ごご遠遠慮慮願願いいまますす。。  
 

 
▼  

「携帯電話で指示しますので、 

       ATM で手続きしてください。」 

・・・それは振り込め詐欺では 

 ありませんか？ 

 

    宮城第一信用金庫 




